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１．はじめに
本連載ではこれまで、商標権侵害お

よび救済に関連する規定について紹介

してきたが、今回は、商標権侵害および

救済に関連する残りの規定の中から、

刑事罰に関する67条を取り上げる。

同条は、改正前は59条に規定され

ていた。規定の内容自体は改正されて

いないものの、再犯防止効果の観点か

ら非常に重要であるため、同規定にス

ポットを当てたい。

なお、中国における模倣・侵害品の

問題に対して、効果の異なる行政、民

事、刑事上の救済手段をうまく組み合

わせ、または使い分けることは重要で

あるが、中国で刑事告訴する場合、関

連行政部門が取り合ってくれないケー

スも多く、一般に容易ではない。

２．改正商標法67条
「商標権者の許諾なく、同一の商品

に登録商標と同一の商標を使用し、犯

罪を構成する場合、被侵害者の被った

損害を賠償するほか、法により刑事責

任を追及する。

他人の登録商標の標章を偽造もしく

は許諾なく製造し、または偽造もしく

は許諾なく製造した登録商標の標章を

販売し、犯罪を構成する場合、被侵害

者の被った損害を賠償するほか、法に

より刑事責任を追及する。

登録商標を盗用した偽造商品と知り

ながら販売し、犯罪を構成する場合、

被侵害者の被った損害を賠償するほ

か、法により刑事責任を追及する」

● 改正商標法67条１項

同項では、商標権者の許諾なく同一

の商標を同一の商品に使用すると、刑

事責任を追及されると規定している。

「最高人民法院による商標民事紛争

案件の審理における法律適用の若干問

題に関する解釈」法釈（2002）32号

の９条には、商標法52条１項（商標

権侵害に関する規定〈旧法〉）で規定

する商標の同一とは、権利を侵害され

たとして訴えられた商標と原告の登録

商標を比較し、両者に視覚的な差異が

ないことを指すと示されている。

なお、同解釈10条には、次のよう

に認定方法が規定されている。

商標の同一または類似を認定する場

合には、以下の原則に照らして行うも

のとする。

（１）  関連公衆の一般的な注意力を基

準とする。

（２）  商標の全体だけでなく要部の対

比も行わなければならず、対比

する対象を隔離した状態でそれ

ぞれを対比する必要がある。

（３）  商標が類似か否かの判断に際し、

保護を求める登録商標の顕著性

および著名度を考慮する。

● 改正商標法67条２項

同項には複数の行為が掲げられてお

り、一見すると複雑であるが、これを

整理すると、以下の行為については犯

罪を構成する場合、刑事罰が適用され

ることがあると規定していることが分

かる。

・許諾なく、他人の登録商標の標章を

偽造する行為（ニセモノのマークを

作る行為）

・許諾なく、商標使用許諾の契約範囲

外で表示を印刷・製造し、使用する

行為（マークはホンモノである）

第７回の本稿では、商標権侵害および救済に関連する規定のうち、
刑事罰に関する67条を取り上げる。初めてこの規定を目にする読
者も多いと思う。同条と関連のある判例についても紹介する。



452015 No.5  The lnvention

・許諾なく、偽造もしくは製造した他

人の登録商標の標章を販売する行為

（ニセモノのマークの販売）

● 改正商標法67条３項

同条２項で規定している偽造登録標

章とは異なり、模倣品自体を販売する

行為についても刑事罰の適用があるこ

とを規定している。

以下に示すとおり、中国刑法213 ～

215条には、改正商標法67条１～３項

と同趣旨の規定があり、一部の学者の

間では「67条１項は注意喚起の規定

ではないか？」ともいわれている。

一方、中国刑法には「役務商標」に

ついての規定はないが、改正商標法４

条２項は「本法にある商品商標の規定

も役務商標に適用する」としているこ

とから、67条１項は役務商標につい

ても商品商標と同様に、所定の悪質な

模倣等の行為については刑事罰が適用

される対象となることを明確にする役

割があり、単なる注意喚起の規定では

ないとの反論もある。

●   刑法213条（偽造登録商標罪／改正

商標法67条１項に対応）

 「商標権者の許諾なく、同一の商品

に登録商標と同一の商標を使用し、か

つ情状がひどい場合、３年以下の有期

懲役もしくは拘留に処し、併せて罰金

を科する、または罰金のみを科する。

３．�改正商標法67条に関連する
中国刑法の規定

情状が特にひどい場合には、３年以

上７年以下の有期懲役に処し、併せて

罰金を科する」

「同一の商標」と規定されているが、

厳密に同一でなくとも処罰が適用され

る場合がある（後述）。

なお、「最高人民法院 最高人民検察

院による知的財産権侵害における刑事

事件の処理についての具体的な法律適

用に関する若干問題の解釈」（以下、刑

事事件関連の司法解釈）では、「情状が

ひどい場合」と「情状が特にひどい場

合」について、次のように規定している。

● 情状がひどい場合

商標権者の許諾なく、同一の商品に

登録商標と同一の商標を使用し、かつ

以下のいずれかの場合、「情状がひど

い」に該当すると規定している。

（１）  不法経営金額が５万人民元以上

または違法所得金額が３万人民

元以上の場合

（２）  ２種類以上の登録商標を模倣し、

不法経営金額が３万人民元以上

または違法所得金額が２万人民

元以上の場合

（３） その他、情状がひどい場合

● 情状が特にひどい場合

商標権者の許諾なく、同一の商品に

登録商標と同一の商標を使用し、かつ

以下に掲げる情状のいずれかの場合、

「情状が特にひどい」に該当すると規

定している。

（１）  不法経営金額が25万人民元以上

または違法所得金額が15万人民

元以上の場合

（２）  ２種類以上の登録商標を模倣し、

不法経営金額が15万人民元以上

または違法所得金額が10万人民

元以上の場合

（３） その他、情状が特にひどい場合

● 同一の商標

刑事事件関連の司法解釈には、「同

一の商標」とは、模倣された登録商標

と完全に同じ、または模倣された登録

商標と視覚上、基本的に差異がなく、

公衆に対して商標の誤解を生むのに十

分な商標を指す旨の規定がある。

また、刑事事件関連の司法解釈には

「同一の商標を使用する」とは、登録

商標もしくは模倣した登録商標をその

商品、商品の包装、容器、製品説明書、

商品取引文書に使用するか、または登

録商標もしくは模倣した登録商標を、

宣伝広告、展覧およびその他の商業活

動等の行為に使用することを指す旨の

規定がある（８条）。

●  刑法214条（偽造登録商標商品販売

罪／改正商標法67条３項に対応）

 「登録商標の模倣品であることを知

りながら販売し、その販売金額が比較

的大きい場合、３年以下の有期懲役も

しくは拘留に処し、併せて罰金を科す

る、または罰金のみを科する。

販売金額が巨大であった場合、３年

以上７年以下の有期懲役に処し、併せ

て罰金を科する」
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刑事事件関連の司法解釈では、「明

らかに模倣品であることを知っていた

うえで販売し、その販売金額が５万人

民元以上の場合、刑法214条に規定さ

れている『額が比較的大きい』に属し、

登録商標模倣品販売罪により３年以下

の懲役もしくは拘留に処し、併せて罰

金を科する、または罰金のみを科すべ

きである。

販売金額が25万人民以上の場合、

刑法214条の『額が巨額である』に属

し、登録商標模倣品販売罪により３年

以上７年以下の懲役に処し、併せて罰

金を科すべきである」と規定している

（２条）。

● 刑法215条（登録商標偽造標識販売

罪／改正商標法67条２項に対応）

 「他人の登録商標の標章を偽造もし

くは無断で製造し、または偽造・無断

製造した登録商標の標章を販売した場

合は、情状がひどい場合、３年以下の

懲役、拘留または管制に処し、併せて

罰金を科する、または罰金のみを科す

る。

情状が特にひどい場合、３年以上７

年以下の懲役に処し、併せて罰金を科

する」

刑事事件関連の司法解釈に、「情状

がひどい場合」と「情状が特にひどい

場合」についての規定があるが、紙幅

の都合上、割愛する。

以下では、刑法との対応関係および

商標法67条との対応関係に注目し、

「思念」事件（刑法213条／改正商標

法67条１項）と「LV」「GUCCI」事件

（刑法214条／改正商標法67条３項）

を紹介することで、刑事責任がどのよ

うに追及されるか、明確にしたい。

● 事件の経緯

Ｚ社は指定商品を餃子、元
げんしょう

宵団子、

ワンタンなどとする商標「思念」の商

標権者である。

2007年６月から2008年１月まで、

被告人であるＡは、本市海澱区内で借

りた部屋において、自身で冷凍庫を製

造した。Ａは、同じく被告人であるＢ

やＣを雇用して、低価格で購入した餃

子や元宵団子をはじめ、被告人らで生

産した食品を「思念」が付された箱や

パッケージに入れて、「思念」餃子、「思

念」元宵団子としてブランドを偽造し、

販売した。

2008年１月、公安はＡが製造した

冷凍庫内から「思念」と付された数多

くの餃子や元宵団子を発見・押収し、

Ａ、Ｂ、Ｃを逮捕した。

その後の鑑定により、これら「思念」

餃子、「思念」元宵団子はすべて偽造

品であることが判明し、売上金額は

10万3480人民元であると査定した。

● 審理結果

一審は審理を経て、以下のように判

断を下した。

４．「思念」事件：偽造登録商
　　標罪

「Ａ、Ｂ、Ｃは商標権者であるＺ社

の許諾を得ず、同一の商品について当

該登録商標と同一の商標を使用してい

た。事件の経緯からして重大な罪であ

り、偽造登録商標罪を構成し、処罰さ

れるべきである。

Ａらによって偽造された商標『思念』

を付した食品が大量に市場に流入した

ことは、自供および証拠からも明らか

である。

また、国民の健康および食品安全の

問題に関わる事項であり、被告らの経

営年数も長く、販売数も多く、影響力

も大きいことなどから、その行為は社

会に深刻な悪影響を与えたと認められ

るため、人民法院は３人の被告人を厳

重に処罰すべきである。

以上より、中国刑法213条、25条１

項、26条１項および４項、27条、53

条の規定に従い、偽造登録商標罪を適

用し、Ａを懲役２年６カ月／罰金５万

人民元の刑、Ｂを懲役１年６カ月／罰

金２万人民元の刑、Ｃを懲役１年３カ

月／罰金１万人民元の刑に処す」との

判決が下された。

一審判決後、Ａは判決を不服として

控訴したが、その理由として、以下を

挙げている。

（１）  餃子の一部が偽造品として認定

されたのは事実と異なる。

（２）  権利者より提出された価格に

よって判断された係争商品の金

額は高額に過ぎ、罰が重過ぎる。
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二審は、原審判決のＡ、Ｂ、Ｃが偽

造登録商標罪を構成したとの判断には

十分な証拠があり、法律の適用にも誤

りはなく、量刑も適正、審理の手続き

は合法的であり、原審判決を維持する

とした。

最終的に中国刑事訴訟法189条１項

の規定に従ってＡの控訴を棄却し、原

判決を維持した。

● 事件の経緯

2004年から、被告人であるＸ、Ｙ

夫婦は利益を得るため、Ｘは偽造品

「LV」「GUCCI」のカバンなどを購入

し、Ｙはデパートなどの販売店におい

て高価格で販売しようとした。

2010年４月、公安はＹが借りてい

た住宅で未販売の偽造品、合計3800

点余りを押収し、Ｙを逮捕した。同月、

Ｘは江蘇省南京市で逮捕された。

上海市価格認定センターが下した鑑

定結論書〈上海価額鑑定（2010）第

Ｘ号〉によると、前記権利侵害商品の

価格は2090万4700人民元である。

● 審理結果

人民法院は、「ＸとＹが偽造登録商

標を付した商品であることを知りなが

ら、当該商品を共同で販売しようとし

た」と認定し、「販売予定の商品金額

が巨額であり、被告らの行為は偽造登

録商標の商品販売罪を構成する」とし

５．「LV」「GUCCI」事件：偽造
　　登録商標商品販売罪

たうえで、ＸとＹは販売しようとして

いたが、結果的に販売には至らなかっ

た。たとえ自らの意思による中止では

なかったとしても、既遂犯よりは減刑

されるべきである。

さらにＸとＹは逮捕されてから自発

的に罪を認め、反省の態度を示してい

ることから、情状酌量の余地があると

して減刑し、

「社会主義市場の経済秩序を維持し、

他人の商標権および国家の商標管理制

度を保護するために、中国刑法214条、

25条１項、23条、53条、64条、72条、

73条および刑事事件関連の司法解釈

２条の規定に従い、偽造登録商標の商

品販売罪を適用し、Ｘを懲役３年／罰

金５万人民元の刑、Ｙを懲役３年／執

行猶予３年／罰金５万人民元の刑に処

す」との判断が下された。

なお、摘発された偽造登録商標の商

品と、審理期間においてＹが自ら法院

に支払った５万人民元は罰金として没

収し、国に納付するとした。

６．おわりに
冒頭でも説明したとおり、改正商標

法67条は、内容自体に変更はないが、

中国法曹界では、刑事罰を適用するこ

とによって、侵害の再犯防止効果を高

めていく必要性があらためて叫ばれて

おり、重要な規定である。

特に、商標権侵害の事案において、

行政ルートを選択した場合、行政機構

は「罰金」のみで処理するケースが多

く、十分な侵害行為の抑制・防止につ

ながっていないという批判があった。

行政処罰で「刑事処罰」に変えては

ならない旨が「行政処罰法」にも規定

されており、商標法に関連する規定と

併せて、規定が正しく運用されること

が望まれる。

次回（７月号）は、今回取り上げた

規定以外の商標権侵害および救済につ

いて紹介する予定である。


